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第１章 基本的な考え方 

 

１ 第２次計画策定の背景 

 

 子どもの読書活動推進については、国において子ども読書活動の推進に関

する法律（平成 13 年法律第 154号）及び文字・活字文化振興法（平成 17年

法律第 91号）が制定されました。これを機に全国の地方自治体においても

その機運が高まり、静岡県では平成 16年（2004年）に子ども読書活動推進

計画を策定、牧之原市においても平成 19 年（2007年）に同計画を策定し、

子どもの読書活動を推進してきました。 

 また、様々な技術革新や社会情勢が大きく変化する中で、国においては、

令和５年（2023年）に「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」

を、静岡県も令和４年（2022年）に「第３次子ども読書活動推進計画（本と

ともだちプラン）」を策定し、社会の変化に対応した事業推進を継続してい

ます。 

 牧之原市では、令和３年（2021年）に相良図書館が図書交流館「いこっ

と」に、令和６年（2024年）に榛原図書館が文化の森図書館「いろ葉」に整

備され、市立図書館（以下「図書館」という。）の図書館機能の拡充を積極

的に推進することにより、牧之原市の子どもを含む読書環境は大きく改善さ

れました。 

 牧之原市の子ども読書活動推進計画についても、市内読書環境が変化する

中で、時代に適した事業推進をするため、今回、新たに第２次計画を策定す

ることに至ったものとなります。 

 

２ 計画の期間と対象 

 

 計画期間は、第３次牧之原市総合計画の終期に合わせ、令和８年度（2026

年度）から令和 12 年度（2030年度）までの５年間とします。 

 計画の進捗は、毎年度、点検・評価をし、牧之原市子ども読書活動推進委

員会に報告します。点検・評価による課題等については、関係機関で共有

し、次年度の施策実施に反映します。 
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３ ありたい姿と基本的方針 

(1) ありたい姿（将来像） 

 

夢さがし、豊かな自由読書 
 

・ 身近に本に触れることにより、子どもが抱える課題解決の足掛かりに

なったり、将来における夢を見つけたりするなど、これから進むべき道

筋を探し当てること（夢さがし）を目指します。 

・ 読書経験が子どもの夢に繋がり、また、読書による言語能力を含むリ

テラシーの向上により、日々の生活が豊かになるよう夢ある人づくりを

推進します。 

・ 読書が子どもの自由により行われること（自由読書）を前提に、学校

や社会、家庭、行政が一体となって、子どもが本を読みたいと思ったと

き、本に触れたいと感じたとき、その機会を逃さないよう関係機関が全

方位の読書環境を整えておきます。 

 

(2) 基本的方針 

 計画策定をするにあたって、現状と課題を分析し、事業推進に係る関

係機関全体が同じ方向で事業推進できるよう、共通する基本的な考え方

を整理し、これを基本的方針とします。 

 

ア 持続的な事業推進 

 

現状と課題 

・ 社会全般に若者が本を読まなくなったという声が当たり前にあり

ますが、全国学校図書館協議会の学校読書調査などの統計調査を経

年で見ると、2000年代から小中高生の書籍の平均読書冊数は回復

し、2010 年代になると小学生は過去最高となっています。 

 一方、中学生は微増、高校生は横ばいと、学齢が進むと共に平均

読書冊数は少なくなる傾向があります。 

・ 大人を含む日本人全体の不読率は、高校生や大学生と変わらず

50％前後で、本を読まないのは子どもだけの状況ではありません。 
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基本的な考え方 

・ 未就学児を含めて、学齢が低いほど読書率が高いのは、2001年に

国が子どもの読書活動の推進に関する法律を制定して以降、継続的

に全国の地方自治体や民間団体などが子どもの読書活動の推進を図

ってきた成果です。 

 今後においてもこれまで行ってきた効果的な推進活動を持続して

いく必要があります。 

 

イ 読書が楽しい、面白いという気づき 

 

現状と課題 

・ 情報技術の進展や生活の多様化により、日々の過ごし方が大きく

変化しています。スマートフォンの利用が常態化し、また、学校教

育においてもタブレットが導入されるなど、生活様式の多様化や教

育のあり方が変化しています。 

 その結果、いわゆるコストパフォーマンスやタイムパフォーマン

スが優先され効率化により時間の余裕が出たが、一方でその余剰時

間をどう過ごすかという時間の奪い合いが同時に起きています。 

・ できることの可能性が拡大した一方、どう過ごすかという選択肢

も多くなりました。 

 情報化社会において、溢れるばかりの多種多様な情報が存在する

ようになりました。技術革新によりＳＮＳやプラットフォームなど

では、自分に興味のある情報が自動的に表示され、真に必要な情報

の識別や意思決定が難しくなってきています。 

・ 親世代がゲームやスマートフォンなどデジタルデバイスの利用が

日常となる世代となり、家庭に紙の本が存在しない状況もみられる

ようになりました。 

 親が紙の本を読んでいる姿を子どもが普段から見ていないため、

書籍への興味が沸かず、読書が楽しそうだ、面白そうだという気づ

きが生まれにくくなっています。 

 

基本的な考え方 

・ 現代のフィルターバブル現象※やエコチェンバー現象※が発生する

社会で生活を余儀なくされている状況を考えると、今、触れている

情報以外にも楽しいこと、面白いこと、大切なことがあることの気

づきが必要です。 
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 施策の推進に当たって、一次情報元である書籍の信頼性・有用性

と、読書は楽しい・面白いと認知させることを意識しなければなり

ません。 
 

※ フィルターバブル現象（検索エンジンやＳＮＳのアルゴリズムがユーザーの閲覧履歴

などに基づき、好みの情報ばかりを表示することにより、異なる視点や多様な意見が遮

断され、自分だけの情報空間（バブル）に閉じ込められる状態となること） 

 

※ エコチェンバー現象（ＳＮＳなどで自分と似た意見や価値観を持つ人々が集まる閉鎖

的空間で、同じような情報ばかりに触れることで、その考えが「世の中の常識」だと信

じ込んでしまう現象） 

 

・ 大人が読書は楽しいと思わないと子どもは読書の楽しさに気づき

ません。最初から本が好きな子どもはいません。 

 したがって、大人も含め本に触れる機会の創出、本を読んでみよ

うという雰囲気づくりを常に意識する必要があります。 

   

        夏休みの図書館イベント、子どもたちは興味津々 

 

ウ 発達段階とその先を意識した施策 

 

現状と課題 

・ 日本全体の課題として、絶対数としての子どもの数が減少してい

ます。少子化の流れは変わらず、また、一気にそれらが解消される

ことも難しい状況になっています。 
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 牧之原市においても直近 10年で出生数は半減し、令和６年度の

出生数は、過去最少の 163人となっています。 

・ 社会の激しい変化や価値観の変容により社会全体の一体感はなく

なり、全体における割合が減り続けている子ども全体といったマス

的な施策が打ちにくくなってきています。 

・ 現在進められている学校再編に伴う新たな義務教育学校の設置に

あたり、学校図書館の運営の整理が必要となっています。１年生か

ら９年生までが同じ学校図書館を利用することから、本を介した新

たな交流が生まれることも期待されます。 

 

基本的な考え方 

・ これまでも行ってきた発達段階に応じた施策に加え、子どもの成

長の先を意識した視点が必要です。 

 学齢が進み大人に近づくとともに平均読書冊数は減り、不読率は

高くなることから、目の前の子どもだけではなく、将来に繋がる施

策を継続的に推進する必要があります。 

・ また、発達段階だけではなく、個別事例ごとのきめ細やかな対応

も必要となっています。 

・ 義務教育学校の整備は、子ども読書活動推進の施設面を含めた環

境整備のチャンスと捉え、学校図書館へのアクセス（動線）や多様

な手法による本に触れる機会の創出など、整備の準備段階から意識

をしていく必要があります。 

 

エ 家庭、学校等、地域及び図書館との連携 

 

現状と課題 

・ 牧之原市においては、読書ボランティアの活動が活発でボランテ

ィア団体「よもーね！マキノハラ」も組織され、読み聞かせやお話

会などが独自運営されています。 

 しかしながら、少子高齢化の中で、ボランティア活動をされる方

の年齢層も高くなり、ボランティア団体の構成員の世代交代が進ん

でいません。 

・ 牧之原市ではコミュニティ・スクールの推進が図られており、家

庭、学校、地域が連携して子どもを育てる取り組みがなされていま

す。 

 また、図書館においては、図書交流館を始め多様な世代との交流
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機能を持つ施設が整備されており、子どもの居場所や社会と子ども

の接点となるものとして機能しています。 

 

基本的な考え方 

・ 家庭、幼稚園・保育園・認定こども園・子育て支援センター（以

下「子育て施設」という。）や学校、ボランティア活動が行われる

地域や自治会及び図書館など、関係する組織・団体等が横連携し、

共通の目的を持って子どもを育てる意識が必要です。 

 これらの活動の中に読書活動が組み込まれ、日常の中で本にふれ

あい、親しむ環境を創出していかなければなりません。 

・ ボランティア団体への若い世代の参加を促していく必要がありま

す。受入れ体制の整備やそのための情報発信、読み聞かせやお話会

などの楽しさ・大切さを体験してもらうなど、継続的に事業推進を

図っていきます。 

 

 

オ 社会教育における読書推進 

 

現状と課題 

・ 成人を迎えた大人の不読率は、概ね 50％以下となっています。家

庭内で親が読書をしていない光景があることは子どもが本に触れる

機会の喪失であり、子どもの読書の推進の観点から考えると好まし

いことではありません。 

・ 高い不読率は、高校生、大学生の頃からその傾向が表れてきま

す。また、昨今では、リカレント教育やリスキリングの重要性が見

直されている中で、社会人の高い不読率は、これら社会の要請に反

するものと考えられます。 

 

基本的な考え方 

・ 子どもが家庭内で読書をしている家族の姿を見ることは、読書機

会の創出の一助になるものと考えます。本を読んでいる姿を見るこ

とにより、新たなコミュニケーションが生まれたり、家族が読んで

いる本そのものに興味を持つかもしれません。コミュニケーション

ツールとしての効果が期待できます。 

・ 本計画は子ども読書活動の推進を目的とするものですが、子ども

だけではなく大人の読書の推進も併せて行う必要があります。これ
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は、社会教育であり、豊かな社会生活を過ごすためにも有効なもの

であると考えます。 

 牧之原市及び関連団体が行う社会教育事業の中に大人の読書の有

効性の理解を進める事業を組み込んでいきます。 

 

カ 多様な利用者への対応 

 

現状と課題 

・ 牧之原市は自動車製造関連を始め製造業を主とする大手企業の立

地がなされています。その従業員には市内に在住する外国人も多

く、国籍も様々です。家族で市内に居住している外国人家族もあ

り、その子どもは市内の保育園や学校などに通園・通学をしていま

す。 

・ 日本語に不自由な外国人も多いですが、その子どもは日本語支援

教室に通ったり、学校などでの日常生活により、比較的日本語の習

得は早い状況です。学校などでは、やさしい日本語の本や絵が多い

児童書も読まれていて、読書が日本の生活に慣れるための一助とな

っています。 

 したがって、日本語に慣れることは多文化共生の面からも重要で

あり、外国籍児童の読書活動の推進は、必要かつ効果的な施策の一

つと考えられます。 

・ また、多様性が重視され、読書バリアフリーな社会を創出するた

めに、障がいのある子どもの他、支援の必要なすべての子どもが本

に触れやすい場の提供や機会を創出する必要があります。 

 

基本的な考え方 

・ 国籍や障がいの有無に関係なくすべての子どもが自由に本に触れ

る機会と環境が提供できるよう、関係機関はその重要性、意義を認

識して行く必要があります。 

 そのためには、横連携を強化し、情報を共有して共生社会を作っ

ていく不断の努力をしていきます。 
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         夢を探せるかな？ 未知なる興味を広げよう 

 

   

        学校図書館での読み聞かせ、みんなで全集中！ 
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第２章 子ども読書活動の推進 

 

１ 家庭における子ども読書活動 

 

 子どもが本と出合う最初の機会は、多くが家庭です。そもそも最初から

読書が好きな子どもはいません。親や祖父母など家族の誰かが取り組む読

み聞かせなどの多様な読書活動により、子どもに本の楽しさ、面白さを広

く伝えていきます。これが、子どもが未知の世界を認識し、社会参加の最

初の一歩となります。 

 このように、子どもの読書体験の最初のアプローチが家庭であることか

ら、乳幼児期から本に親しめる家庭環境を整えることは重要です。 

 よって、家庭内において、次の読書活動を推進していきます。 

 

(1) 本に触れる機会の提供、気づきの創出 

・ ブックスタートへの参加や、家庭内での読み聞かせにより、魅力あ

る質の高い本を介した保護者と子どもの触れ合い機会をつくります。 

・ 家庭内の子どもが手に取りやすい場所へ絵本・児童書などを買った

り図書館で借りたりして、家族全員が読書に親しみ、その喜びを分か

ち合える家読（うちどく）を推進します。 

 また、読書に集中できる場所や時間を意識し、家庭が読書を楽しみ

ながら学習できる場所とします。 

 

(2) 講座、学習会、イベントへの参加 

・ 子育て施設や図書館から発信される絵本や児童書の情報を参考にし

ながら、子どもの読書の重要性を理解し、読書活動の推進に取り組み

ます。 

・ 子育て施設などが開催するおはなし会や図書イベントなどへ子ども

と共に参加し、子どもと本を繋げるきっかけを作ります。 

 

(3) 保護者の読書活動 

・ 普段の生活の中で親が子どもに本を読んでいる姿を見せるなど、子

どもが読書を日常に感じるような雰囲気づくりをします。 

・ 保護者自身も子どもと共に図書館を利用したりして、子どもが本に

触れることが自然な習慣となるよう意識します。 

・ 家庭教育学級や図書ボランティアなどが開催する読み聞かせ講座な

どに参加し、優れた児童書を知ったり、読み聞かせなどの技術やその
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大切さを自ら学び実践します。 

・ 保護者の働き方や育児負担の軽減によりゆとりが生まれ、子どもと

の本を介したふれあい時間が得られることから、官民連携の支援を得

て家庭内での読書機会の創出に努めます。行政においても、持続的な

子育て支援策の推進を図っていきます。 

 

２ 子育て施設（幼稚園・保育園・認定こども園・子育て支援センター）にお

ける子ども読書活動 

 

 家庭で芽生えた本への興味が、発達段階に応じてそれが更に発展して幅

広い読書活動に繋がっていきます。集団生活と共に興味の範囲も広がり、

知識欲は深まり、本への関心も高まります。 

 子育て施設では、発達段階に応じた適切な読書活動を計画的に提供し、

又は促して、子どもの能力や習慣を確かなものにしていかなければなりま

せん。 

 よって、子育て施設において、次の読書活動を推進していきます。 

 

(1) 読書環境の整備 

・ 子育て施設内に読書に適した図書コーナーの整備をします。また、例

えば鳥かごの近くへ図鑑など知識の本を揃え、子どもの興味を惹く工

夫をしていきます。 

・ 発達段階に応じた絵本や児童書の購入、本の入れ替えにより所蔵を充

実させていきます。 

・ 静かで集中できる時間を活用して読み聞かせなどを行い、子どもの夢

を膨らませます。 

・ 子どもが本と出合う楽しさを肌で感じられるよう、遊びの中に読書活

動を自然に取り入れ、豊かな言葉と感性を築きます。 

 

(2) 保護者や利用者への周知 

・ 保護者へ絵本の楽しさを伝えるため月間絵本などを推薦し、家庭で

の読書の意識を高めていきます。 

・ 子育て支援センターが実施する乳児と保護者を対象としたブックス

タート事業などにより、言葉や心を通わす機会を設け、緩やかに自然

と本に親しむ環境を創出します。 

・ 子育て施設からのお便りやまきはぐなど多様な媒体により推薦児童

書などの情報を提供したり、保護者会の機会を活用し読書の効果、楽
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しさ、読み聞かせの大切さなどについて伝えていきます。 

 

(3) 子どもの読書習慣の形成に対する理解 

・ 図書館との連携や職員研さんなどにより読書に関わる知識や子ども

の読書習慣の形成に対する理解を深めていきます。 

 
     読み聞かせ、子どもたちが本と出会う楽しさを肌で感じる瞬間だ 

 

３ 学校における子ども読書活動 

 

 小学校・中学校（以下「学校」という。）では、子育て施設などで培っ

た能力や習慣を体系的な教育活動により更に強固に形成していきます。学

校図書館を中核にしてより良い読書活動を通して主体的な学びを支えてい

きます。 

 よって、学校において、次の読書活動を推進していきます。 

 

(1) 学校図書館の環境整備 

・ 学校司書の配置・促進や学校図書館資料の充実など、多様な子ども

の調べ学習への支援となるよう学校図書館の機能の充実を図っていき

ます。 

・ 小中学校の学校再編により新たに設置される義務教育学校では、学
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校図書館の機能が最大限発揮できる配置とし、学校図書館が教育活動

の中核となるよう検討します。 

 また、開校準備段階から学校図書館が効率的・効果的に運営できる

よう検討していきます。 

 

(2) 読書活動及び学校図書館を活用した学習活動の充実 

・ 各教科や特別活動、総合的な学習などの教育活動を通して学校図書

館の活用が図られるよう、学校ごと教育課程に学校図書館の活用を位

置付けます。 

・ 図書館の利用を促すため利用者カードの登録などを指導し、多様な

本に触れる機会を促します。 

・ 朝読書や読み聞かせなどの実施を継続し、より良い選書や内容の充

実を図ります。 

・ 子どものニーズに合った学校図書館の雰囲気を作ったり資料の展示

をするなど、読書に興味を持った子どもの気持ちの変化を捉え自然な

読書へ繋がるよう努めます。 

 

        地域の方の協力で読み聞かせ。いつもと雰囲気が違うぞ！ 

 

(3) 図書館施設見学などの実施、図書館との連携 

・ 図書館の見学会を実施してその仕組みや利用方法を学び、学校図書



- 16 - 

 

館以外での本の魅力を発見する場を創出します。 

・ 学校司書連絡会を定例的に開催し、それぞれの学校の読書状況や活

動内容を情報共有し、子どものニーズを把握しながら読書活動の推進

に取り組みます。 

 図書館との連携を図り授業で使用する資料の団体貸出を調整するな

ど、調べ学習や総合的学習の資料の充実を図ります。 

・ 学校等は、子どもにとって図書館が自分ごとと意識できるよう図書

館での職業体験や図書館イベントへの連携を促していきます。 

 

４ 地域における子ども読書活動 

 

 子どもがあらゆる機会に本に触れ親しんでいくには、地域が一体となっ

てその環境を整えていかなければなりません。地域で行われる子ども読書

活動には地域のボランティアや社会教育活動などが深く関わり、身近なも

のとして位置付けていくことも大切です。 

 また、地域の活動が更に進められるよう市や教育委員会、学校などが協

力し、ボランティア活動を支援していくことが必要です。 

 よって、地域において、次の読書活動を推進していきます。 

 

(1) 各ボランティア団体による活動継続 

・ これまでも活発に活動がされてきたボランティア団体による読み聞

かせやおはなし会を継続して実施します。 

 また、素材として昔ばなしや民話も取り入れ、伝統文化の継承や地

域への愛着を醸成していきます。 

・ 読み聞かせの場としては、子育て施設や学校、地域行事や各種イベ

ントなど広く活動の場を求め、依頼に応じ積極的に参加をします。 

・ 学校・保護者・地域が連携したコミュニティ・スクールにおいても

子ども読書活動の有用性を認識し、地域イベントや学校とのかかわり

の中で子どもが本に触れる機会の創出に取り組みます。 

 

(2) ボランティアの育成 

・ 持続的な図書館ボランティアを育成するため、新たなボランティア

参加者を募ると共に基本的な読み聞かせの方法や効果的な活動につい

て、静岡県が認定する子ども読書アドバイザー制度を活用したり、図

書館など図書関係機関が協力して講習会や研修会を充実させます。 

・ これまで登録されている図書館サポーターの活動を促し、図書館以
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外の地域活動に関心をもってもらいます。また、新たな図書館サポー

ターを募集し、図書館ボランティアが子どもにとっても身近な存在と

なるようその下地を作っていきます。 

・ 市のボランティア団体の集合体である「よもーね！マキノハラ」で

は、ボランティア団体全体での研修を行い、子どもへの読み聞かせ技

術の向上を図り子ども読書活動の熟度を高めていきます。 

・ それぞれのボランティア団体構成員の世代交代を進め、若い世代の

構成員が参入しやすいよう支援し、読書ボランティア活動が持続可能

となるよう図ります。 

   

        小学生の図書館見学、図書館の仕組みと魅力を学びます 

 

(3) 地域における図書コーナーの整備と充実 

・ 移動図書館事業の活用のほか、地域における児童館、放課後児童ク

ラブなどの図書コーナーを充実させ、子どもが児童書をいつでも手に

取って読める機会の提供に努めます。 

 

(4) 社会教育の視点による事業推進 

・ 青少年健全育成、成人教育、家庭教育学習などの場を活用し、社会

教育の視点から講座、研修などを通じて子ども読書活動の大切さ、読

書の自由や方法を伝え、若い世代も含め広く地域に子ども読書活動を
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普及させます。 

 

(5) 事業推進における子どもの関わり 

・ 地域のイベント、ボランティア団体の活動に際して、中高生など子

どもが読書活動の推進に係る事業に参加できるよう努めます。 

 
        中学生ボランティア活動、図書クリーニングに挑戦 

 

５ 図書館における子ども読書活動 

 

 新たに図書交流館「いこっと」や文化の森図書館「いろ葉」など市立図

書館の施設整備がされ、子どもにとって読書の核となる場の提供ができる

ようになりました。 

 図書館では、この施設で提供される図書館サービスを強化しながら、多

様な子どもがあらゆる機会に本に触れ親しんでいけるよう図書館機能を充

実していかなければなりません。 

 子ども読書活動においても図書館が子育て施設や学校、家庭や地域など

の中心的な役割を有し、子どもの学びの場や第三の居場所（サードプレイ

ス）となるよう社会の要請に応えていきます。 

 よって、図書館においては、次の読書活動を推進していきます。 
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(1) 利用しやすく居心地の良い図書館 

・ 大人も含めて多様な市民が利用しやすい図書館運営をし、利用者増

を図ります。図書館を心地よい居場所として機能させ、本を読むだけ

ではなく学びや癒しなど多様な過ごし方を提供し、本がある光景が当

たり前と感じる雰囲気をつくります。 

・ 様々な目的をもって訪れる子どもに、読書が楽しそうだ、面白そう

だという気づきを抱かせる企画展示やイベント開催、資料の排架の工

夫をします。 

・ 移動図書館「ひまわり号」は学校図書館とは異なる読書体験の機会

を提供すると共に利用者カードも統一されていることから、子どもへ

の利用促進を促していきます。 

・ 書架の適切な管理や日々の清掃、資料のクリーニング、除菌機の設

置などを実施し、小さな子どもでも安全・安心に図書館が利用できる

よう努めます。 

・ 子ども読書が要因となる資料の汚損について、その状況を丁寧に聞

き取り、保護者が過度な不安を抱かないよう対応すると共に、みんな

で使う本を大切にすることの社会的な意義について、その理解を深め

られるよう適切な情報発信をします。 

・ 中高生に対して、本が身近にある場所での学習スペースの提供を

し、学習と読書を繋げる機会を提供します。 

   

      親子で参加できる図書館主催のイベントを読書に繋げる機会に！ 
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(2) 親子で楽しめる図書館 

・ 季節ごとのイベントや大人の学び講座など、大人が図書館を利用す

る機会を創出し、保護者が図書館を身近に感じるよう図ります。それ

らにより、図書館や家庭における読書が子どもから見ても当たり前の

光景となり、子どもの読書意欲を喚起し本に興味を持つ機会に繋げま

す。 

・ 子どもと保護者が一緒に楽しめる親子おはなし会などを定期的に開

催し、図書館を家族で利用できる楽しい場として機能させ、また子ど

もと本を繋げる機会を創出します。 

   

 

(3) 図書館資料の充実 

・ 子どもの読書意欲や興味を高めたり、図書館を活用した調べ学習の

参考となるよう資料の充実を進めます。また、時代の変化に即した新

たな資料の積極的な収集と共に精度の高い除籍も行い、資料の質の向

上も図ります。 

・ 子どもが読書を楽しく思い本に親しむきっかけとなるよう学習マン

ガやコミックの収集も継続します。 

・ 幼児期に付いた読書習慣が途切れないようＹＡ（ヤングアダルト：

小学校高学年から高校生まで）向け資料の充実を図ります。 

・ 支援が必要な子どもや障がい者も利用しやすいアクセシブルな資料

（点字図書、ＬＬブック、布の絵本など）などを収集しりんごの棚※

などに排架すると共に、サピエ図書館の積極的な利用案内、在住外国

人の子どもが図書館を身近に利用できるよう多言語児童書の充実など

多様な利用者への配慮を図ります。 
※ リンゴの棚（特別な配慮を必要とする子どもなどを対象とした利用しやすいアクセシ

ブルな資料を一つの棚に集めたものです。） 

 

(4) 保護者や子どもに届く、伝わる情報発信 

・ 子どもを持つ保護者や中高生を対象として、インスタグラムや市公

式ＬＩＮＥ、ＳＮＳを活用し、積極的におはなし会や企画展示など図

書館イベントを案内します。 

 参加者の募集や意見聴取についてもスマートフォンなどオンライン

で手続きができるようにするなど、若い世代が参加しやすい環境を提

供します。 

 併せて、市広報紙の「図書館に行こうよ」コーナーの充実や市が子

育て世代に発信する「まきはぐ」を活用し、複数媒体組み合わせたメ
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ディアミックスにより多様な利用者への情報発信に努めます。 

 図書館のイベント案内チラシやインスタグラム案内チラシなど、子

育て施設の協力を得て掲示・配布を行います。また、若い保護者向け

のデザインなどを採用するなど、興味を持ってもらう様々な工夫をし

ます。 

・ 読書は、気軽にいつ読んでも、途中でやめても、どのような本を読

むのでも良いなど、読書の自由についての理解を深める広報を、一般

の図書館利用者だけではなく、子どもや保護者も含め積極的に広報を

していきます。 

 加えて、多様な世代に対して、図書館の意義や図書館資料とインタ

ーネット情報との違い、優位性、読書の効果などを伝える場や機会を

設けます。 

・ 地域や各種団体が実施するイベントや事業に図書館職員が出向き、

おはなし会を実施したり、直接子どもやその保護者に子ども読書の大

切さを伝えるなど、積極的にアウトリーチ活動に取り組みます。 

・ 子どもの興味の視野を高めるよう季節や歳時、話題の時事などテー

マごとの企画展示を実施したり、おすすめ本や新刊案内などのブック

リストを作成して配布をします。 

・ 国や自治体、図書館関連団体と協調しながら、「子ども読書の日（４

月２３日）」や「こどもの読書週間（４月２３日から５月１２日ま

で）」などさまざまな啓発期間に、広く市民に周知をしたり、適切な選

書による企画展示を実施し、読書を介して子どもに係る事業を推進し

ます。 

 

(5) 関係機関との連携 

・ 子育て支援センターが生後３か月の乳児と保護者を対象に実施する

ブックスタートに図書館職員が参加し、進呈本の選書や読み聞かせを

行い絵本を介して心ふれあうひと時を持つきっかけを作ると共に、図

書館のインスタグラムなどの紹介や利用案内を行い図書館利用の促進

を図ります。 

・ 定期的に子育て施設の園長会などに図書館職員が参加し、情報提供

や事業連携などを協議し、子育て施設と図書館が一体となって子ども

読書活動を推進します。 

・ 毎月開催される学校司書連絡会に図書館司書が参加し、学校におけ

る読書活動や子どもの動向など情報共有し、市立図書館としてのアド

バイスをしたり協働できる事業の模索をするなど、学校図書館との連
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携を継続していきます。 

・ 保育園や認定こども園、小学校などが希望する図書館見学や中学校

が実施する職業体験を積極的に受け入れ、子どもに図書館が身近なも

のとして感じられるよう努めます。 

・ 学校へ団体貸出やその資料の選書などを確実に行ったり、子どもの

調べ学習など授業への支援を積極的に行います。 

 

  

       放課後も図書館へ！居場所の一つとして機能する図書館 

 

(6) 職員等の資質向上 

・ 子ども読書に係る研修会や講演会への参加を促し子どもの調べ学習

やレファレンスなどに適切に対応できるよう、子どもの読書活動の支

援ができる職員を養成します。 

・ 図書館職員のだれもがお話会などに参加し、読み聞かせを実施した

りしてその有用性や子どもの喜びを体感し、積極的に子ども読書活動

に関われるよう図っていきます。 

 

６ 数値目標 

 

 第１章「基本的な考え方」に記載したとおり、本計画の目標の達成には、

子どもの読書環境の維持と共に持続的な事業推進が必須です。これらの進

捗と総合的評価の指標として、数値目標を次のとおり定めます。 

 ただし、これら数値結果だけに捉われるものではなく、子どもが自由に読

書を楽しむことやその機会の提供など、子ども読書活動の内容を多面的に

見ていく必要があります。 
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目標項目 
現状 

（2024年度） 

目標 

（2030 年度） 

図書館における児童書の蔵書冊数 

（12歳以下の子ども一人当たり） 
11.1 冊 12.8 冊 

図書館における児童書の年間貸出冊数 

（12歳以下の子ども一人当たり） 
6.4 冊 7.4冊 

図書館における年間貸出冊数 

（13歳以上 18歳以下の子ども一人当たり） 
2.5 冊 2.9冊 

学校図書館における蔵書冊数 

（小学生一人当たり） 
40.6冊 46.7冊 

図書館から小・中学校への団体貸出冊数 757 冊 870冊 

図書館の利用者カードを持っている 15 歳以

下の市内の子どもの割合 
57.8％ 66.5％ 

図書ボランティア「よもーね！マキノハラ」

会員数 
96人 現状維持 

※年度末数値とする 
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第３章 参考資料 

 

１ 現状分析（令和７年第２回牧之原市子ども読書活動推進委員会資料） 

(1) データから見える現状 

・2000年代から小中高生の書籍の平均読書冊数は回復している。 

・2010年代から小学生の書籍の平均読書冊数は過去最高、中学生は微

増、高校生は横ばい。 

 1995年 2000年 2010年 2022年 

小学生 3.1冊 6.1冊 10.0冊 13.2冊 

中学生 2.9冊 2.1冊 4.2冊 4.7冊 

高校生 2.0冊 1.3冊 1.9冊 1.6冊 

（出典）全国学校図書館協議会「学校読書調査」 

・ 高校生や大学生と、大人も含む日本人全体の不読率は、現状、概ね

変わらない。 

 1970年 2000年 2008年 2012年 2018年 2022年 

高校生 45.3％ 58.8％ 51.5％ 53.2％ 55.8％ 51.1％ 

大学生    34.5％  46.4％ 

日本人   46.1％  47.3％  

（出典）全国大学生活協同組合連合会「学生生活実態調査」 

   文化庁「国語に関する世論調査」 

（課題） 

 学齢が進むと共に書籍の平均読書冊数は少なくなる傾向であるの

で、読書意欲の持続に繋がる施策が必要 

 

・ 14歳以下の人口及び書籍推定販売金額が減少する中、一人当たりの

児童書販売額は 2013年から右肩上がりとなっている。 
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（出典）出版科学研究所「出版指標年報」 

（課題） 

 実態的には子どもの本離れは見られないが、現状を維持するに

は、少なくとも既存の読書活動推進事業の持続以上が前提。 

 

(2) 社会的要因によるもの 

・ 先行きが不透明で将来の予測が困難な状況（VUCA）の時代 

（課題） 

 予測困難な事象（パンデミック、災害、グローバルな政治的不安

定）が発生し、確定的な施策を打ちにくい。子どもも将来に対して

目指す目標設定をしにくい。 

 

・情報技術の進展や生活の多様化により、日々の過ごし方が変化 

（課題） 

 電子機器の利用が常態化し、生活様式も多様化。その結果、効率

化と時間の奪い合いが同時に起きている。可能性が拡大した一方、

選択肢が多い。読書活動への偏重が困難となっている。 

 また、情報化社会において、情報の過多による必要な情報の識別

や意思決定が困難になっている。 

 

・世代交代による読書基盤の変化 

（課題） 

 親世代＝ゲーム・スマホ世代となり、家庭に本がない。親が本を

読んでいる姿を子どもが見ていない。 
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(3) 地域など個別の要因によるもの 

・少子高齢化、人口の減少 

 （課題） 

 絶対数として子どもの数が減少しているので、マス的な施策を打

ちにくい。ボランティア団体などの世代交代が進まない。 

 

・図書館機能の更なる拡充（ソフト面） 

 （課題） 

 図書交流館「いこっと」・文化の森図書館「いろ葉」が整備さ

れ、読書環境が整った。図書館機能の更なる向上と発展的な利活用

の推進が必要。 

 

・学校再編計画の推進 

 （課題） 

 義務教育学校の開校を見据えて、学校図書館運営の整理が必要と

なっている。子ども読書活動推進の施設面を含めた環境整備見直し

のチャンスでもある。 

 

・家庭、学校、地域の連携 

 （課題） 

 家庭、学校、地域が連携して子どもを育てるという意識の醸成。 

 

  



- 27 - 

 

２ 第１次計画の評価 

 計画策定にあたり、平成２２年度時点の検証結果と令和６年度の現状を

比較して評価した。 

 

(1) 相良こども園 
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(2) 地頭方こども園 
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(3) 坂部保育園 
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(4) 牧之原保育園 

 

  



- 31 - 

 

(5) 福祉相談課 
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(6) 学校教育課 
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(7) 社会教育課 
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３ アンケート結果 

 計画策定にあたり、第３章「参考資料」１「現状分析」の全国データ等

が牧之原市においても同傾向であるかの確認をするため、子育て家族、子

育て施設、小中学生、高校生に対してアンケート等を行い、分析とそれに

対する考えられる施策について検討した。 

 

(1) 子育て支援センター榛原 

 令和７年７月３日、子育て支援センター榛原において、未就学児の保

護者１９組と座談会を行い、意見交換をした。 

 

 ＡＩの時代になっても、ＳＮＳでも、学校の試験でも、文章の読解力は

大切である。読解力は、本を読むことから身につく。また、子どもは最初

から本が好きではない。 

（図書館）ご家庭で、本を読んでいますか。 

（保護者）（多くの方がうなずく）寝る前とか読んであげている。 

（図書館）本はどうやって手に入れていますか。 

（保護者）購入している。よだれとか、借りている図書館の本だと汚し

てしまいそうなので・・・。 

 でも、図書館も利用している（大勢） 

（図書館）図書館には児童書だけでも１万冊以上あります。ぜひ、利用

をしてみてください。 

 本を読んでいない時の過ごし方としてはどんな感じですか。 

（保護者）テレビみたり、YouTube だったり、いろいろ。 

（図書館）おはなし会の情報は、どうやって知りますか。 

（保護者）ここ、子育て支援センターで知ることが多い。 

（図書館）図書館でもおはなし会をやっていて、Instagram で情報提供

していますが知っていますか。 

（保護者）そうなんだー（半分くらいが図書館の Instagram の存在を知

らなかった） 

（図書館）イベント情報やその様子も掲載してのでぜひ！ 

  図書館への要望はありますか。 

（保護者）以前、図書館で、「ここはお話をしてもいいんだよ」と言っ

てもらえたのでハードルが下がった。知らない人もいるので、そう

いうことを伝えてもらえると良い。 

   吉田町には読書手帳があると聞いた。 

（図書館）子どもが本に触れる機会が多くあることが大切であると思う



- 36 - 

 

が、お母さんやお父さん方は、本を読みますか。 

（保護者）読まない。 

  子どもとしか話さないので、活字を読むようにしている。（少数） 

  子どもの世話などで忙しくて、読む時間がない。 

  とてもじゃないけど、読む余裕がない。 

（図書館）忙しいですよね。本の読み方はいろいろで、最初から最後ま

で読まなくてもパラパラと見たりでもよい。雑誌でも構わないし、

一カ月掛けて一冊の小説を読んでも良いですよ。普段から本を手に

取る習慣を！借りなくても良いから、図書館に来て本を眺めてみて

ください。 

 

(2) 子育て支援センター相良（あそぼっと） 

 令和７年７月９日、子育て支援センター相良（あそぼっと）におい

て、未就学児の保護者８組と座談会を行い、意見交換をした。 

 

（図書館）：家庭で本を読んでいますか。 

（保護者）（全員、うなずく）寝る前に読んでいる。最近写真絵本を見

るようになった。時間があれば何冊か読む。子どもが本を持ってき

たら読む。（２人） 

（図書館）：本はどのように用意しますか。 

（保護者）：ネットで買う（２人）。本屋で買う（４人）。図書館で借り

る（２人）。姉の子どもが読んでいたものをもらう。 

（図書館）：どのように本を選びますか。 

（保護者）：保護者の好みで選ぶ。絵や内容がかわいいもの。子どもが

興味を持ったもの。図書館で見て選ぶ。 

（図書館）：読書以外にはどのように過ごしていますか。 

（保護者）：午前中は支援センターに来る。テレビはあまり見せない。

おもちゃで遊んでいる。動画は見せないようにしているがアンパン

マンに興味を持ちだした。テレビを見たり遊んだり、飽きれば外に

行く。人形遊びやおままごと。YouTube動画。暑いので水遊び。 

（図書館）：図書館のおはなし会を知っていますか。 

（保護者）：知っているが参加したことはない。支援センターのおはな

し会は出たことがある。午前中遊ばせ、そのあと参加したことがあ

る。 

（図書館）：図書館ＨＰやインスタを見ていますか。そちらで情報発信

をしています。 
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（保護者）：見たことがない（２人） 

（図書館）：イベント情報をどこで知りますか。 

（保護者）：支援センターだよりを見る。まきはぐに登録している。（２

人） 

（図書館）：家で親が読書をしていますか。（親が読書をする姿を見せる

ことで子どもが興味を持つ。雑誌でも小説でも少しでも読書習慣を

持ってもらえると嬉しい） 

（保護者）：親のマネをするのでなるべく読もうとしている。なかなか

読む機会がない。本を読んでいると子どもに邪魔をされてゆっくり

読めない。 

（図書館）：図書館が来やすくなるために要望等ありますか。 

（保護者）：いこっとは、今でも来やすい。 

図書館は、静かな場所というイメージで行きづらい。 

（図書館）：支援センターに来る理由を教えてください。 

（保護者）：家にないおもちゃがあるから。 

（図書館）：本は家にどれくらいありますか。 

（保護者）：２０冊くらい。文字の多い本は４冊、絵本の方がすき。 

（図書館）その他、意見などありますか。 

（保護者）やぶってしまわないか不安で図書館の本を借りられない 

（図書館）破損や紛失は弁償になってしまう場合もありますが、みんな

で使う本を大切にすることを学ぶ機会にもなりますので、恐れず利

用してください。また、どんな本を読んでいいかわからない時は司

書がお手伝いするので気軽に聞いてください。 

 

(3) 公立４園の園長意見交換会 

 令和７年７月１４日、坂部・牧之原・相良こども園・地頭方こども園の

各園長など６人と意見交換をした。傾向（分析）と考えられる施策は次の

とおり。 

 

ア 園等での読書について 

傾向（分析） 

・ 各園ごと、それぞれ工夫して絵本コーナーや書架などを配置し、

読書スペースの確保されている。 

 所蔵数は園によって差があるが、既存予算内で本の入れ替えや

新しい本を購入している。 

→ 施設や予算の範囲内の対応など制約がある中、努力をしている。 
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対応する施策 

・ 予算の確保も含め、継続して読書環境の整備をしていく必要があ

る。 

 

イ 園児の読書について 

傾向（分析） 

・ 状況に応じた読書機会を提供している。 

・ いつでも自由に本を手に取れるようになっている。持ち帰りも可

能であり、頻繁に借りていく子もいる。 

・ 以前から変わらず、本が嫌いな子はない。 

→ 全国と傾向と同様に絵本や児童書はかなり読まれる傾向である。

第一次計画での施策を継続してきていることの効果が見られる。 

対応する施策 

・ 継続して読書環境の整備をしていく必要がある。 

 

ウ 家庭での読書について 

傾向（分析） 

・ 保護者も含め絵本の楽しさ、大切さを伝えるために、月刊絵本を

購入してもらっている。 

・ お便りなどでも絵本の情報などを保護者へ提供している。 

→ 園等を利用する保護者は仕事をしているなど忙しい人が多いの

で、家庭での読書を薦める努力をしているが、実際には難しい家庭

が多い。 

対応する施策 

・ ゆとりのある保育の実現が、家庭での子どもの読書活動に繋がる

ので、働き方改革や子育て支援の施策などを推進する。 

・ 絵本の楽しさ、大切さを伝えるための手段として、多様なメディ

アを活用していく。 

 

エ 図書館との連携について 

傾向（分析） 

・ 市立図書館が受け入れている図書館見学が可能であることを知

らなかった。園外保育の事業として検討したい。 

→ 図書館事業の周知・広報が、園の先生方に届いていない。 

対応する施策 

・ 定期的な園等（所管する部署）との意見交換会などを開催し、図
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書館の事業案内（図書館見学の進め方など）や園等の要望を聞くな

どをし、それぞれの子ども読書活動推進の参考にする。 

・ 図書館などで開催するおはなし会やイベント情報を園等の保護

者へ積極的に提供する。 

 

(4) 小中学生の読書意識に関する調査 

 令和７年６月から７月に掛けて学校図書館司書によるインタビュー形

式による牧之原市内小中学生の聞き取り調査（小学生６９人、中学生２０

人）を行い、集計結果から読書傾向と分析を行った。 

 また、聞き取りを実施した学校司書の感想も取りまとめ計画策定の参

考とした。 

 

ア 学校図書館司書インタビュー結果からの分析 

(ｱ)小学生の読書傾向 

(a)読書意識 

・「好き」と答える子が多いが、実際には「読まない」子も一定数

存在。 

・低学年は「好き」と答えつつも行動が伴わないケースが目立つ。 

・高学年になると「嫌い」「普通」と答える子も増え、二極化が進

む。 

＜好きなジャンル＞ 

・低学年（1〜2年）：絵本、図鑑、迷路・ミッケ、サバイバルシリ

ーズ。遊び感覚で楽しめる本が人気。 

・中学年（3〜4年）：マンガ、サバイバル、怖い本、科学系。マン

ガやアニメとの関連が強い。 

・高学年（5〜6年）：歴史、伝記、古典、恋愛、科学、マンガ。ジ

ャンルが多様化。 

(b)読書環境 

・読書場所：図書館や教室、友達と一緒に読むことを好む。 

・図書館利用：低学年は比較的多いが、高学年になると減少。 

・家庭での読書：家族が読む子は本人も読む傾向あり。 

・読み聞かせ：ほぼ全員が幼少期に経験あり。ただし継続は少ない。 

(c)特徴まとめ 

・読書意識は「好き」と答える子が多いが、学年が上がるにつれて

「読まない」子も増える。 

・人気ジャンルは「絵本・図鑑」から「マンガ・サバイバル」へ、
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さらに「歴史・恋愛・古典」へと移行。 

・家庭や友達の影響が強く、図書館利用は学年が上がると減少。 

 

(ｲ)中学生の読書傾向 

(a)読書意識 

・「好き」と答える子が多いが、「普通」「苦手」「嫌い」も一定数。 

・忙しさ（部活・受験）で「読まない」と答えるケースが増える。 

＜好きなジャンル＞ 

・恋愛小説、ミステリー、ラノベ、ファンタジー、歴史、自然科学。 

・マンガは依然として人気で、図書館に置いてほしいという声もあ

る。 

(b)読書環境 

・読書場所：静かな場所、一人になれる場所を好む。 

・図書館利用：学校図書館を利用する子もいるが、市立図書館や書

店を利用する傾向が強い。 

・家庭での読書：祖父母や母が読むケースあり。本人の意思が強く

なるため家庭の影響は小学生より弱い。 

・読み聞かせ：幼少期に経験あり。ただし中学生になると影響は薄

れる。 

(c)特徴まとめ 

・読書は「個人的な活動」へと変化し、静かな場所を好む。 

・ジャンルは「恋愛・ミステリー・ラノベ・歴史」など物語性や感

情表現の強いものへ。 

・図書館利用は減少し、マンガやラノベを求める声が強い。 

・受験期による読書離れが顕著。 

 

(ｳ)小学生と中学生の比較 

(a)好きなジャンルの変化 

・小学生 → 絵本・図鑑・サバイバル・マンガ 

・中学生 → 恋愛・ミステリー・ラノベ・歴史・ファンタジー 

(b)読書環境 

・小学生 → 図書館や友達と一緒に読む 

・中学生 → 静かな場所、一人で読む 

(c)図書館利用 

・小学生 → 学校図書館をよく利用 

・中学生 → 市立図書館や書店を利用、学校図書館利用は減少 
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(d)家庭の影響 

・小学生 → 家族の読書習慣が強く影響 

・中学生 → 本人の意思が強く、家庭の影響は弱まる 

 

イ 学校図書館司書の意見・感想等 

・ 真の本嫌いは、ほぼいない。基本的に本が好きであるが、学校図書

館に来る子は限られている。 

・ 流行りの絵本は、どの学校でも読まれる。 

・ 読書しない子でも本は嫌いではないことが多いので、自分に合った

本が見つかれば読んでくれそう。 

・ 小学校低学年は、学校図書館でみんなと一緒に読める図鑑・絵本・

折紙の本を好む。紙芝居で読み聞かせなどをしている。 

・ 友達や家族が本を読んでいると、多くが本人も読書を好む傾向があ

る。（完全な相関関係はない） 

・ 本が苦手な子は、少しざわつきや賑わいがある図書館が来やすい。 

・ 学校図書館に来ない子も、自宅では小説やマンガを読んでいる場合

がある。マンガやアニメは、読書のきっかけになる。 

・ 学年に応じた読解力を持つ児童生徒は、ごくわずかしかいない。文

字だけの文章を読み理解する力が非常に弱い。 

・ 映像化された作品や身の回りのことを扱った作品が好まれるが、海

外文学や未知のなじみのないものを文字だけで読み解ける児童生徒

も、ごくわずかしかない。 

・ 本に触れ好きになることは、これまでの取組の中では成功している

と思われるが、併せて読解力を伸ばすことが課題と感じる。 

・ 学校図書館蔵書計画では、調べ学習・授業用の資料を優先している

ため、本を読む習慣を付けるための文学作品などを揃えるのは難し

い。絵本からの卒業が課題。幅広く収集している市立図書館との連携

が必要。 

・ 宿題や塾、その他の学び事、家族の世話などで忙しく、読書をして

いる時間が取れない子もいる。本を読むことに限らず、何かを楽しむ

気力を持つには、ある程度の余裕が必要である。 

・ 読み聞かせや朝読書などを積極的に取り組んでいる学校では、比較

的読書に馴染んでいる子が多い傾向がある。 

・ 中学生になると小説や歴史ものを好む生徒も増えてくるが、一方で

読書に親しむ生徒の絶対数は少なくなる傾向がある。部活動や読書

以外の世界が広がることの中で、その後の、読書にどう親しんでいく
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かの分岐点となる。 

 

 

(5) 高校生の読書意識に関する調査 

 令和７年６月に市内高校生（２年生）の読書意識についてＷｅｂアンケ

ートを実施し１３３人の回答を得た。このアンケートの集計を元に、次の

とおり分析を行った。 

 

ア アンケート単純集計（回答数：１３３人） 

＜質問１＞ 

 今年の５月中に何冊の本を読みましたか？ 

 （ここでの「本」には、雑誌やマンガ、電子書籍を含む） 

＜回答＞ 

  ０冊  -----------------------------------  ３０人 ２２．５％ 

  １冊  -----------------------------------  ２７人 ２０．３％ 

  ２冊  -----------------------------------  １９人 １４．２％ 

  ３冊  -----------------------------------  １２人 ９．０％ 

  ４冊  -------------------------------------  ３人 ２．２％ 

  ５冊  -----------------------------------  １４人 １０．５％ 

  ６冊  -------------------------------------  ３人 ２．２％ 

  ７冊  -------------------------------------  ４人 ３．０％ 

 １０冊  -------------------------------------  ５人 ３．７％ 

 １２冊  -------------------------------------  １人 ０．７％ 

 １４冊  -------------------------------------  １人 ０．７％ 

 １５冊  -------------------------------------  ２人 １．５％ 

 １６冊  -------------------------------------  １人 ０．７％ 

 ２０冊  -------------------------------------  ４人 ３．０％ 

 ２５冊  -------------------------------------  １人 ０．７％ 

 ３０冊  -------------------------------------  ４人 ３．０％ 

 ３５冊  -------------------------------------  １人 ０．７％ 

１２０冊  -------------------------------------  １人 ０．７％ 

 

＜質問２＞ 

 質問１で「０冊」の方にお聞きします。一冊も読めなかった理由は、次

の内、どれに該当しますか？（複数回答可） 

＜回答＞ 
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・ 忙しかった  -----------------------------  １４人 １０．５％ 

・ 読みたい本がなかった  -------------------  １４人 １０．５％ 

・ 本を読むのが好きではない。読みたくない  -  １３人 ９．７％ 

・ その他  -----------------------------------  ０人 ０％ 

 

＜質問３＞ 

 普段は、どんなジャンルの本を読んでいますか？（複数回答可） 

＜回答＞ 

・ 小説（ミステリー・SF・ファンタジー、恋愛など）９１人 ６８．４％ 

・ マンガ  ---------------------------------  ８５人 ６３．９％ 

・ 研究、参考書・学習本 --------------------  １５人 １１．２％ 

・ エッセイ・自己啓発  ---------------------  １１人 ８．２％ 

・ 雑誌・ムック  -----------------------------  ８人 ６．０％ 

・ ノンフィクション（歴史・科学・社会など）  --  ５人 ３．７％ 

・ その他（具体的に）  -----------------------  ２人 １．５％ 

 

＜質問４＞ 

 読書をする主な目的は何ですか？（複数回答可） 

＜回答＞ 

・ 楽しむため  ---------------------------  １０６人 ７９．６％ 

・ 知識を得るため  --------------------------- ３４人 ２５．５％ 

・ 学校の課題、学習や試験対策  --------------  ２４人 １８．０％ 

・ ストレス解消  ---------------------------  １７人 １２．７％ 

・ その他  -----------------------------------  ３人 ２．２％ 

（主な記載） 

・学校での朝読書（２人） 

 

＜質問５＞ 

 普段読む本は、どこで手に入れますか？ 

（本を読むのであれば、本をどこで手に入れますか？）（複数回答可） 

＜回答＞ 

・ インターネットで購入（電子書籍含む）  ----  ５０人 ３７．５％ 

・ 書店・コンビニで購入 ------------------  １１４人 ８５．７％ 

・ 学校図書館で読む・借りる ----------------  ２２人 １６．５％ 

・ 公共図書館で読む・借りる ----------------  １４人 １０．５％ 

・ 友人等に借りる  -------------------------  １０人 ７．５％ 
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・ その他  -----------------------------------  ４人 ３．０％ 

（主な記載） 

・アプリ 

・家にある本（２人） 

 

＜質問６＞ 

 家での読書環境は整っていますか？ 

＜回答＞ 

・ 自由に集中して読める環境である  ----------  ９２人 ６９．１％ 

・ あまり読書する環境ではない  --------------  ３５人 ２６．３％ 

・ 家族がよく読書しているので影響を受ける  ----  ５人 ３．７％ 

・ その他  -----------------------------------  １人 ０．７％ 

 

＜質問７＞ 

 読書をする際、電子書籍と紙の本のどちらをよく利用しますか？ 

＜回答＞ 

・ 紙の本が好き  ---------------------------  ６３人 ４７．３％ 

・ 電子書籍が便利で好き --------------------  １２人 ９．０％ 

・ 両方を使い分ける  -----------------------  ４１人 ３０．８％ 

・ ほとんど読書をしない --------------------  １７人 １２．７％ 

 

＜質問８＞ 

 本や読書に対して、どんなイメージがありますか。（複数回答可） 

＜回答＞ 

・ もっとたくさん読みたい ------------------  ４９人 ３６．８％ 

・ 読書が楽しいと感じている ----------------  ４８人 ３６．０％ 

・ たまには読んでみたい --------------------  ３０人 ２２．５％ 

・ 電子書籍や図書館が整備され環境は整った  --  １０人 ７．５％ 

・ 本は読みたいと思うが時間がない  ----------  ３６人 ２７．０％ 

 

・ 本を読まなくてもインターネットで事足りる   ２３人 １７．２％ 

・ 面倒くさい  -----------------------------  ２２人 １６．５％ 

・ 本が高くて買えない  ---------------------  １８人 １３．５％ 

・ 読むことのメリットがわからない（感じない）   ８人 ６．０％ 

・ どんな本を読んでいいのか判らない  --------  １２人 ９．０％ 

・ 読みたい本が（図書館に）ない  ------------  １５人 １１．２％ 
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・ その他（思うこと）  -----------------------  １人 ０．７％ 

 

イ 高校生読書アンケートから子ども読書に関しての分析と施策 

(ｱ) 読書数及び不読の理由について（令和７年５月中） 

結果 

・ 不読率は２２．５％であるが、質問１で「１冊」かつ質問７で

「ほとんど読書をしない」と回答している方が６人いる。一方、

０冊の回答者でも、他の質問で前向きな回答もあることから、年

間を通して不読であるとは限らない。 

 また、質問８で本や読書に対して、「インターネットで事足り

る」と回答した方が不読者の中で７人いる。 

・ 読書数は不読も含め２冊までが全体の半数を占めていること

から、多読の傾向は見られない。 

・１０冊以上読んだ人は２１人（１５．７％）で、多読の高校生も

存在する。 

・ 約半数が一冊も読めなかった理由として「忙しかった」を挙げ

ている。また、質問８で「読書が楽しいと感じる」と回答した４

８人の内、不読者が４人いる。進学を控え学習や部活など多忙な

高校生の姿が想像できる。 

・ 一方、「本を読むのが好きではない、読みたくない」という消

極的な理由も１３人と半数近くいる。この内７人が質問６の家

での読書環境について「あまり読書する環境でない」と回答して

いる。要因として、家庭環境や発達段階の各レベルにおける読書

との関わりの影響も考えられる。 

対応する施策 

・ 近い将来、進学や就職など社会との関わりが深くなる時期であ

り、多面的な社会の仕組みや学びを深めていくために、読書は有

効な手段の一つであるので、これまで以上に気軽に本に触れる

機会を学校図書館や市立図書館などを通して提供する。 

・ 忙しい中でも本を手に取ってもらえるよう読書の有用性や楽

しみについて情報提供をしていく。 

・ インターネットでは得られない情報もあることについて、発達

段階に応じて適切に周知していく。 

 

 

(ｲ) 読書傾向（ジャンル）について 
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結果 

・ 圧倒的に小説・マンガを読む傾向が強い。小説と回答した９１

中、質問４の読書をする目的として「楽しむため」と回答した方

が７４人、同じくマンガと回答した８５人中が８０人が「楽しむ

ため」と回答している。 

・ 雑誌は８人（６％）しか読まれていない。出版不況の中で雑誌

の売り上げも低迷しているが、このアンケートからもその状況

が推察できる。インターネットの普及により情報の取得方法が

多様化していることが原因と思われる。 

対応する施策 

・ 多様な情報（書籍）に触れられるような機会の創出、情報発信 

・ 学校図書館や市立図書館でのヤングアダルト資料選書の多様

化を意識する。 

 

(ｳ) 読書をする目的について 

結果 

・ 読書の目的として「楽しむため」と趣味・娯楽の一部として捉

えている。読書が身近なものの位置づけがされているのは良い

傾向である。 

・一方、「知識を得るため」との回答は３４人（２５．５％）と全

体の４分の１である。また、質問８で本や読書に対して、「イン

ターネットで事足りる」と回答した方が２３人いる。 

対応する施策 

・ 読書に対するハードルを下げ、自由読書を推進する。 

・ インターネットだけではなく、書籍が一次資料としての重要性

があることについて、情報発信をする。 

 

(ｴ) 普段読む本の入手方法について 

結果 

・ １１４人（８５．７％）の方がインターネット通販（電子書籍

含む）、書店・コンビニ等で本を購入し、読書をしている。 

・ 一方、質問８で「本が高くて買えない」という回答が１８人（１

３．５％）あり、書籍の価格高騰が一定の読書活動の弊害となっ

ていることも考えられる。 

・ 公共図書館や学校図書館のみで借りている方は８人と少ない。 

対応する施策 
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・ 無料で利用ができる図書館の利用案内や情報提供を推進を継

続していく。 

 

(ｵ) 家での読書環境について 

結果 

・ ９２人（６９．１％）が自宅で自由に集中して本を読める環境

にある。 

・ ３５人（２６．３％）は「あまり読書する環境ではない」と回

答しており、内２６人は読書冊数が０冊又は１冊と少ない傾向

にある。買い手での読書環境が読書冊数に影響を及ぼしている

と思われる。ただし、その中でも、１０冊、１４冊、１６冊の多

読の方（３人）もいる。 

対応する施策 

・ 市立図書館を第三の居場所（サードプレイス）としての位置付

けも含め更なる読書環境の整備を継続する必要がある。 

 

(ｶ) 電子書籍と紙の本について 

結果 

・ 「電子書籍の方が好き」の回答数（１２人）よりも「紙の書籍

の方が好き」の回答数（６３人）の方が多い。現状、電子書籍よ

りも紙の本の方が好まれていると思われるが、両方を使い分け

る方も３割（４１人）ほどいる。 

対応する施策 

・ まだまだ紙の本が利用されることが想定されるが、今後の推移

を見ながら電子書籍導入についても検討をする。 

 

(ｷ) 本や読書に対するイメージについて 

結果 

・ もっと読みたい、読書が楽しいなど、前向きなイメージの方が

多い。 

・ 「本は読みたいと思うが時間がない」という意見が３６件（２

７％）ある。優先順位が課題か。 

・ 「たまには読んでみたい」３０人の内、１０人が不読者である。

更にその内６人が「読みたい本がなかった」と回答。 

・ 「読書に対してメリットを感じない」「インターネットで事足

りる」と感じている高校生が一定数存在する。また、５人の回答
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が重複している。 

 

対応する施策 

・ 読書意欲がある生徒には、更に読書機会を提供したり、図書館

の利用を促す。 

・ 図書館の意義やインターネット情報との違い、優位性、読書の

効果や楽しみを伝える場や機会を設ける。 
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４ 市立図書館の状況 

 

(1) 集計（令和６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書交流館 文化の森図書館 移動図書館

開館日数（日） 290 275 96

来館者数（人） 95,018 63,659 2,068

来館者数/日（人） 327.6 231.5 21.5

貸出数（冊） 74,889 50,339 4,917

貸出数/日（冊） 258.2 183.1 51.2

蔵書数（冊） 61,883 38,497 7,793

図書購入金額（千円） 5,785 4,797 347

図書購入数（冊） 3,072 2,620 226

寄贈受入数（冊） 1,020 438 231

除籍数（冊） 923 130 96

雑誌タイトル数（種）
総数（うち寄贈・ｽﾎﾟﾝｻｰ）

122(48） 68（24） ―

新聞タイトル数（種）
総数（うち寄贈）

7（3） 4 ―

予約数（件） 2,109 2,260 378

リクエスト（件） 289 269 20

レファレンス（件） 1,204 824 42

複写依頼（枚） 136 148 ―

相互貸借依頼数（冊） 251 187 ―

相互貸借受付数（冊） 263 103 ―

見学 視察 取材等受入数(件)
総数（うち学生）

34（8） 6（4） 0

サポーター参加数（人） 61 30 15

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ端末利用数（回） 64 0 ―

利用者カード登録者（人） 8,682 ― ―

ウェブサイト閲覧数（回） 72,238 ― ―
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(2) 主な実績の推移 
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５ 牧之原市子ども読書活動推進委員会設置要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 子どもの読書活動の推進に関する法律（平成 13 年法律第 154 号）

に基づき、牧之原市における子どもの読書活動を推進するため、牧之原市

子ども読書活動推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

(1) 子ども読書活動推進計画の策定及び改廃に関すること。 

(2) その他子ども読書活動の推進に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員９人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 小学校、中学校若しくは高等学校の司書教諭又は学校図書館担当者 

(3) 学校教育行政担当職員 

(4) 保育園又はこども園関係者 

(5) 子ども子育て課職員 

(6) 福祉相談課職員 

(7) 読書活動に関心がある市民 

(8) 図書館長 

 （任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任と

する。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定

める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が

欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その

議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決
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するところによる。 

４ 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、

説明又は意見を聴くことができる。 

第７条 委員が会議に出席した場合は、報償金を支払うものとする。 

２ 報償金の額は、牧之原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例（平成 17年牧之原市条例第 39号）別表の規定に準ずる

額とする。ただし、会議が午前又は午後のみの場合は、日額の半額とする。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、教育文化部社会教育課において処理する。 

 （その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が会議に諮って定める。 

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 

 


